
（別添）

①採択種類（あてはまるもの全て）

保育需要と提供体制における課題【特定教育・保育施設】
　担当者連絡先

都道府県 鳥取県 担当者名 田野　裕基

市区町村 米子市 電話番号 0859-23-5178

所属（課・室） こども政策課 メールアドレス kodomo-seisaku@city.yonago.lg.jp

（１）
今年度受けたい採択及び財政支援を選択してください。
※「こども誰でも通園制度」に関するものを除く。

　【採択の種類】
　採択１：待機児童対策
       要件①　当該年度４月１日時点で待機児童数10人以上が見込まれる
       要件②　過去３年間のいずれかで待機児童数１人以上生じている、
　　　　　　　　　　又は、
　　　　　 　　　 令和５年度と令和６年度のいずれかで財政支援の対象となる事業を実施してい
る
       要件③　当該年度４月１日時点で待機児童数１人以上が見込まれる、
　　　　　　　　　　又は、
　　　　　 　　　 今後潜在的なニーズも含め保育ニーズの増大が見込まれる
　　　　　　　　　※既に設置主体となる事業者と協議等を進めていた場合に限る。
　採択２：人口減少対策
　採択３：その他の地域課題

　【採択により受けられる支援】
　　待機児童対策
　　　  要件①　：　Ａ（※１）、Ｂ（※１）、C、E、F、K、M、N
　　　　要件②　：　E、F、K、M、N
　　　　要件③　：　C
　　人口減少地域　：　Ａ（※２）、Ｂ（※２）、C
　　その他地域課題　：　D、G、H、I、J、L

　　  ※１　待機児童対策のために定員増をともなう整備・改修（財政力指数が１．０未満の市町村
に限る）
　　　※２　過疎地域における保育機能の確保のための整備・改修

採択１（待機児童対策のうち要件①） 採択１（待機児童対策のうち要件②）

採択１（待機児童対策のうち要件③） 採択２（人口減少対策）

○ 採択３（その他の地域課題）



②財政支援（あてはまるもの全て）

選択欄 財政支援 必要な採択

A　就学前教育・保育施設整備交付金（補助率の嵩上げ）
待機児童対策（要件①）

／
人口減少対策

B　保育所等改修費等支援事業（補助率の嵩上げ）
待機児童対策（要件①）

／
人口減少対策

C　就学前教育・保育施設整備交付金（設置主体の緩和）
待機児童対策（要件①

③）／
人口減少対策

D　保育士宿舎借り上げ支援事業 地域課題

E　民有地マッチング事業 待機児童対策
（要件①②）

F　保育利用支援事業 待機児童対策
（要件①②）

G　広域的保育所等利用事業　※企業主導型保育事業等において単独で実施する場
合や、新制度未移行幼稚園での預かり保育を実施する施設の共同利用により実施する場合の補助要件

地域課題

H　都市部における保育所等への賃借料支援事業 地域課題

I　利用者支援事業（基本型）　※夜間加算、休日加算、機能強化のための取組のみ 地域課題

J　利用者支援事業（特定型） 地域課題

K　一時預かり事業（一般型）　※緊急一時預かり事業のみ
待機児童対策
（要件①②）

○ L　一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ） 地域課題

M　認可化移行運営費支援事業 待機児童対策
（要件①②）

N　幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業 待機児童対策
（要件①②）



①課題

②今後取り組むべき内容

※上記①②に記載した計画の掲載URL・該当ページ数（ホームページ掲載されていない場合はデータ添付してください。）

③今後の保育提供体制の在り方
　※（３）－２の①②も踏まえて記載してください。

設問（４）は採択３（その他の地域課題）を希望する市区町村が記載対象で
す。
　【記載対象となる財政支援】D、G、H、I、J、L

　採択３（その他の地域課題）を希望しない市区町村は、（５）に進んでください。

（４）－１
貴市区町村における保育の現状について、貴市区町村における計画の内容や地
域のあり方にも言及しながら、課題及び今後取り組むべき内容を具体的に記載し
てください。
※計画とは、市町村子ども・子育て支援事業計画だけでなく、総合計画、人口やまち
づくり・地域づくり、保育施設の再編等に関する計画などを指します。

本市における保育提供体制の課題は、待機児童ゼロを達成している一方で、地理的な需要の偏在が生じている点にある。全市域を一
つの提供区域としているが、実際には送迎の利便性や将来の校区を考慮した特定のエリアや施設への入所希望が集中し、高い選考
倍率が発生している。現在は預かり保育を実施する幼稚園が補完的役割を果たすことで、保護者のライフスタイルに合わせた選択肢
を確保できているが、今後も多様化する保護者の意向や特定の地域ニーズに柔軟に応え続け、計画の基本理念である「こどもを生み
育てることに希望が持て、こども・若者が心豊かにのびのびと成長・自立できるまち、よなご」をいかに維持・深化させていくかが継続的
な課題である。

様々な保育ニーズに対応するため、幼稚園における預かり保育事業の支援を行い、２歳児以上の必要な保育提供体制の整備を行う
予定である。

米子市こども計画（よなごっこ未来計画）p7,p14,p27,31,33～43
https://www.city.yonago.lg.jp/45769.htm

（４）－２
財政支援D、G、H、I、J、Lについて、（４）－１で記載した内容も踏まえて、その財政
支援を必要とする理由を希望する財政支援ごとに記載してください。

貴自治体が希望している財政支援は下記のとおり

D G H I J ○ L

本市は、域内全ての幼稚園で子育て支援の一環として２歳児の定期預かりを実施しており、２歳児の保育の受け皿の一部を担ってい
ただいています。財政支援が無くなると、各幼稚園での２歳児の受入を継続することが困難となり、当該受け皿が無くなると待機児童が
発生するおそれがあるため、採択を必要とします。



）

）

以上で回答終了です。

設問（５）は採択を希望する全ての市区町村が記載対象です。

（５）
様式１－１、１－２及び当該様式の記載内容について、地方版子ども・子育て会議
等で承認を得るなど、市区町村における意思決定の状況について記載してくださ
い。
※事後承認の場合であっても、各財政支援の申請時期までには承認を得ること。

承認済み　　　　　　　（承認時期：

○ 事後承認予定　（承認予定時期： 令和８年２月１６日


